
   防府市経営継承・発展支援事業補助金交付要綱  

令和３年５月２４日制定   

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、経営継承・発展等支援事業実施要綱（令和３年

３月２６日付け２経営第2988号農林水産事務次官依命通知。以下

「実施要綱」という。）別記１に定める経営継承・発展支援事業の

実施について、実施要綱、「経営継承・発展等支援事業」実施に関

する交付規則（令和６年５月７日一般社団法人全国農業会議所制

定。以下「実施規則」という。）、経営継承・発展支援事業公募要

領（経営継承・発展等支援事業補助金事務局作成。）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。  

 （事業内容） 

第２条 市長は、第３条の規定による補助対象者を募集するととも

に、実施要綱第４に規定する事業実施主体である一般社団法人全国

農業会議所（以下「事業実施主体」という。）が実施要綱等の定め

るところにより選定した補助対象者に対し、予算の範囲内において

補助金を交付するものとする。  

 （補助対象者） 

第３条 本事業の補助対象者は、防府市内に所在する第１号又は第２

号の要件を満たし、かつ第３号及び第４号に掲げる要件を満たす者

であることとする。  

 (１) 補助対象者が個人事業主の場合  

  ア 事業実施年度の前々年度中の１月１日から経営発展計画の提

出時までに中心経営体等である先代事業者（個人事業主に限

る。以下同じ。）からその経営に関する主宰権の移譲を受けて

いること（所得税法第229条に規定する届出書、確定申告書そ

の他関係書類で当該主宰権の移譲を確認できる場合に限

る。）。 

イ アの主宰権の移譲に際して、原則として、先代事業者が有し

ていた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと。  



ウ 税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で

行っていること。 

エ 青色申告者であること。  

オ 家族農業経営である場合にあっては、家族経営協定を書面で

締結していること。  

カ 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発

展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であ

ると見込まれること。  

キ 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献

する強い意欲を有していると市長が認めること。  

ク アの主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰してい

ないこと。 

ケ 「農業人材力強化総合支援事業実施要綱」（平成 24年４月６

日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知）別記１の第

２の２に掲げる事業（以下「農業次世代人材投資事業（経営開

始型）」という。）に係る資金及び「新規就農者育成総合対策

実施要綱」（令和４年３月29日付け３経営第3142号農林水産事

務次官依命通知。以下「新規就農者育成実施要綱」という。）

別記２の第２の２に掲げる事業に係る資金（以下「経営開始資

金」という。）の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けて

いないこと。 

コ 新規就農者育成実施要綱別記１に掲げる事業（以下「経営発

展支援事業」という。）を現に実施しておらず、かつ過去に実

施していないこと。  

 (２) 補助対象者が法人（集落営農組織（農業の担い手に対する

経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成 18年法律第

88号）第２条第４項第１号ハに掲げる組織）を含む。別表にお

いて同じ。）の場合  

  ア 次に掲げる(ア)又は(イ)の要件を満たすこと。  

   (ア) 法人の経営の主宰権を先代経営者から移譲を受ける場合



にあっては、当該法人が中心経営体等であり、後継者（個人

に限る。以下同じ。）が事業実施年度の前々年度中の１月１

日から経営発展計画を提出する時までに当該主宰権の移譲を

受けていること（法人登記、定款又は規約による確認ができ

る場合に限る。）。  

   (イ) 先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受ける

と同時に農業経営の法人化を行う場合にあっては、当該先代

事業者が中心経営体等であり、後継者が事業実施年度の前々

年度中の１月１日から経営発展計画を提出する時までに当該

主宰権の移譲を受けていること。  

  イ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲に際して、原則として、法

人自ら又は先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著

しく縮小していないこと。  

ウ 青色申告者であること。  

エ 経営発展計画を策定し、当該経営発展計画に基づいて経営発

展に取り組み、かつ、当該経営発展計画の達成が実現可能であ

ると見込まれること。  

オ 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献

する強い意欲を有していると市長が認めること。  

カ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者がその日よ

り前に農業経営を主宰していないこと。  

キ アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が過去に農

業次世代人材投資事業（経営開始型）及び経営開始資金に係る

資金の交付を受けていないこと。  

ク アの(ア)又は(イ)の主宰権の移譲を受けた後継者が過去に経

営発展支援事業を実施していないこと。  

 (３) 以下に該当しない者であること。  

  本事業によって行う取組と同一内容の取組を行おうとするため

に、本事業以外の国（独立行政法人等を含む。）が助成する事業

（補助金、委託費等。ただし、融資に関する利子助成措置を除



く。）の採択・交付決定を受けている者。  

 (４) 次のアからエまでのいずれにも該当しない者であること。  

  ア 法人等（個人又は法人をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

であるとき、又は法人等の役員等（個人である場合はその者、

法人である場合は役員、その他経営に実質的に関与している者

をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。  

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団

員を利用するなどしているとき。  

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、

又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維

持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。  

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、こ

れと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。  

 （補助金額） 

第４条 補助金の額は、補助対象者１人当たり１００万円以内とす

る。 

 （補助対象経費） 

第５条 本事業の目的を達成するために必要となる次の各号に掲げる

経費（融資に関する利子助成措置以外の国の補助事業の対象となっ

た経費を除く。）を補助対象経費とし、その詳細は実施規則の定め

によるものとする。  

 (１) 専門家謝金 

(２) 専門家旅費 

(３) 研修費 

(４) 旅費 

(５) 機械装置等費 



(６) 広報費 

(７) 展示会等出展費 

(８) 開発・取得費 

(９) 雑役務費 

(10) 借料 

(11) 設備処分費 

(12) 委託費 

(13) 外注費 

 （補助対象者の応募手続き等）  

第６条 本事業による補助金の交付を受けようとする補助対象者は、

市長が別に定める期日までに、次の各号に掲げる書類を提出するも

のとする。 

 (１) 取組承認申請書（様式第１号）  

 (２) 経営発展計画（様式第２号）及び応募時提出資料一覧（別表

１）に掲げる添付資料  

 (３) 経営発展計画の申請内容に関するチェックリスト（様式第３

号） 

 (４) 配分基準表（別表２）に基づくポイント付与に関する根拠資

料 

 (５) 環境負荷低減のチェックシート（様式第１１－①又は②号）  

 (６) その他市長が必要と認めるもの  

 （審査基準等） 

第７条 市長は、前条による応募書類を受理した場合、補助対象者ご

との経営発展計画（様式第２号）に記載された取組内容について、

実施要綱の審査基準（実施要綱別記１－別表１）及び配分基準表

（別表２）等に基づき審査を行うものとする。  

 （審査結果の通知等）  

第８条 市長は、第６条による応募に対し事業実施主体から採択結果

通知があった場合、補助対象者に対し、採択結果通知書（様式第４

号）により採択又は不採択の結果を通知するものとする。  



 （交付申請及び計画承認申請）  

第９条 前条により採択されることとなった補助対象者は、市長から

の採択結果通知受理後、すみやかに以下の書類を市長に提出するも

のとする。 

なお、計画承認申請関係書類及び交付申請関係書類は同時に提出

可能とし、計画承認申請関係書類については、第６条に基づく応募

申請時と変更がない場合は、応募申請時と同様の書類を提出するも

のとする。 

 (１) 【計画承認申請関係】第６条各号に掲げる書類  

(２) 【交付申請関係】補助金交付申請書（様式第５号）  

２ 市長は、前項により行った申請に対し事業実施主体から事業計画

承認書を受理した場合、補助対象者へ通知するものとする。  

 （交付決定） 

第10条 市長は、前条による申請に対し、その内容を審査し、補助金

を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定

し、その旨を補助対象者に通知するものとする。  

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合におい

て、必要と認めるときは、条件を付すことができる。  

 （事業の着手） 

第11条 事業の着手は、原則として、前条の交付決定後に行うものと

する。 

２ やむを得ない事情により、補助金交付決定前に行う必要がある場

合は第９条第２項の事業計画の承認を受けた後、その理由を具体的

に明示した交付決定前着手届（様式第６号）を市長に提出するもの

とする。 

３ 前項により補助金交付決定前に事業に着手する場合は、補助対象

者は、補助金交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とするこ

とを了承の上行うものとする。  

 （計画変更承認及び交付変更決定）  

第12条 補助対象者は、やむを得ない理由により、以下の変更が生じ



た場合は取組承認申請書（様式第１号）及び、補助金変更承認申請

書（第７号様式）を市長に提出するものとする。  

 (１) 事業内容の追加、中止又は廃止  

(２) 事業目的の変更 

(３) 事業費の30％を超える増又は補助金の増  

(４) 事業費又は補助金の30％を超える減 

２ 市長は、前項の補助金変更承認申請書の提出があり、その内容に

ついて適正であると認めるときは、その旨補助対象者に通知するも

のとする。 

 （事業完了報告） 

第13条 補助対象者は、経営発展計画に記載された取組を完了したと

きは、取組完了報告書（様式第８号）を作成し、事業を完了した後

３０日を経過する日、又は市長が定める日のいずれか早い日までに

市長へ提出するものとする。  

 （補助金の交付） 

第14条 市長は、前条により補助対象者から取組完了報告書等の提出

があった場合は、内容の審査及び必要に応じて行う現地調査の結

果、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、

その旨を補助対象者に通知するものとする。  

２ 市長は、前項により補助金交付額の確定を行った場合は、補助対

象者から提出のあった補助金交付申請書（様式第５号）及び、取組

完了報告書（様式第８号）に基づき補助金の支払いを行うものとす

る。 

 （補助金の交付決定の取消し等）  

第15条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、

補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

 (１) 経営発展計画に記載された取組を廃止した場合  

 (２) 経営発展計画に記載された取組を実際に行っていないと認め

られる場合 

 (３) 経営発展計画に記載された取組の実施状況等の報告を行わな



い場合 

 (４) 経営発展計画に記載された取組について、繰り返し指導を行

ったにも関わらず改善に向けた取組を行わない場合  

 (５) 虚偽の報告等本事業に関する不正が認められる場合  

(６) この要綱に違反した場合  

(７) 補助金の交付に関して付した条件に違反した場合  

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合

において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されてい

るときは、当該補助対象者に対し、期限を定めて、その返還を命ず

るものとする。 

３ 市長は、補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合にお

いて、既にその額を越える補助金が概算払により交付されていると

きは、当該補助対象者に対し、期限を定めて、その超える部分の返

還を命ずるものとする。  

 （事業の評価等） 

第16条 補助対象者は、事業実施年度から経営発展計画に定めた目標

年度まで、毎年度末までに市長へ経営発展計画に記載された取組の

実施状況等について実施状況報告書（様式第９号）により報告する

ものとする。 

２ 市長は、前項による報告があった場合は、その内容について評価

を行い、必要に応じて補助対象者に対して指導を行うものとする。  

 （整備した機械装置等の管理運営等） 

第17条 補助対象者は、本補助金により整備した単価５０万円（税込

み）以上の機械装置等（以下、「処分制限財産」という。）につい

ては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40年大蔵省令

第15号）に規定する耐用年数表に相当する期間に準じた処分制限期

間が存在するため、次のとおり常に良好な状態で管理し、必要に応

じて修繕、改築等を行い、その整備目的に則して最も効率的な運用

を図るなど、適正に管理運営するものとする。  

 (１) 補助対象者は、処分制限財産の管理状況を明確にするため、



財産管理台帳（様式第10号）を備え置くこと。  

(２) 補助対象者は、処分制限財産の管理運営状況を明らかにし、

その効率的運用を図るため、適宜管理運営日誌又は利用簿等の作

成、整備及び保存すること。  

２ 補助対象者は、その整備した処分制限財産について、処分制限期

間内に財産処分の必要がある場合や災害を受けた場合は、補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30年法律第179号）

第22条に準じた財産処分として、実施要綱別記１第４条第２項及び

第３項に基づき、適切な申請手続きを行うものとする。  

３ 市長は、前項による申請を受けた場合、事業実施主体の承認を受

けるものとする。 

４ 補助対象者は、処分制限財産について、処分制限期間内に災害に

より被害を受けたときは、遅滞なく市長へ報告するものとする。  

   附 則 

この要綱は、令和３年５月２４日より施行する。  

   附 則 

この要綱は、令和４年６月１０日から施行する。  

   附 則 

この要綱は、令和５年６月２７日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和６年６月２４日から施行する。 











（様式第１号） 

 

 

 年 月 日 

 

（宛先）防 府 市 長 

 

 

住 所 

                                                      氏 名     

 

 

年度経営継承・発展支援事業の取組承認申請について 

 

 

経営継承・発展等支援のうち経営継承・発展支援事業公募要領第６の１の①の規定に基

づき、事業の取組承認を申請します。 

 

 

 

（注）経営発展計画を変更しようとする場合にあっては、「承認」を「変更承認」と置き

換え、事業実施計画を中止し、又は廃止しようとする場合にあっては、「承認」を「中

止（廃止）承認」と置き換えること。また、これらの場合にあっては、「第４の２の

（１）②」を「第７の２の（１）」と置き換え、経営発展計画を変更し、中止し、又は

廃止しようとする理由についても付記すること。 

 

 

（添付書類）経営発展計画（様式第２号） 

      環境負荷低減のチェックシート（様式第１１－①又は②号） 









（様式第４号） 

 

 

 年 月 日 

（申請者住所） 

（氏名）        様 

 

 

防 府 市 長 

 

 

    年度経営継承・発展支援事業に係る採択結果通知書 

 

 

 年 月 日付で応募のありました  年度経営継承・発展支援事業につきましては、防

府市経営継承・発展支援事業補助金交付要綱第８条の規定に基づき、審査の結果、採択

（不採択）とされましたので、通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第５号） 

 

 

 年 月 日 

 

（宛先）防 府 市 長  

 

 

住所 

                                             氏名       

 

 

 年度経営継承・発展支援事業補助金交付申請書 

 

 

 年度において、下記のとおり事業を実施したいので、防府市経営継承・発展支援事

業補助金交付要綱第９条に基づき補助金    円の交付を申請します。 

記 

 

 １ 事業の目的 

      

 

 ２ 事業の内容及び計画 

    

 

 ３ 経費の配分及び負担区分  
 

 

事 業 名 

補助事業に 

要する経費 

（Ａ＋Ｂ） 

負担区分  
備 考 

市（Ａ） その他（Ｂ）  

  

円 

 

円 

 

円 

 

 

 

合  計 

 

円 

 

円 

 

円 

 

 

 

（注）備考欄には、消費税仕入控除税額を減額した場合は「減額した金額  円」を、同

税額がない場合は「該当なし」を、同税額が明らかでない場合には「含税額」をそれ

ぞれ記入すること。 

    

    

 ４ 事業の完了予定年月日        年  月  日 



（様式第６号） 

 

 

 年 月 日 

 

 

（宛先）防 府 市 長  

 

住 所    

氏 名        

 

 

   年度経営継承・発展支援事業交付決定前着手届について 

 

 

防府市経営継承・発展支援事業補助金交付要綱第９条の規定により、 年 月 日付

けで承認を受けた当該事業について、下記条件を了承の上、交付決定前に着手する必要

があるので、同第１１条の規定に基づき届け出ます。 

 

記 

 

 

１ 交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等のあらゆる事由によって実施した本事

業に損失等が生じた場合、これらの損失等は、自らが負担すること。 

２ 補助金交付決定を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合に

おいても、異議がないこと。 

３ 本事業については、着手から交付決定を受けるまでの期間内においては、計画変更は

行わないこと。 

 

 

事業名 総事業費 

着手予定 

 

年月日 

完了予定 

 

年月日 

交付決定前着手の理由 

 
 

 

 

    

 



（様式第７号）                    

 

 

年  月  日 

 

（宛先）防 府 市 長   

 

 

                          住所         

氏名          

 

 

防府市経営継承・発展支援事業補助金変更承認申請書 

 

 

     年  月  日付け    第   号で補助金交付決定通知のあった経営継

承・発展支援事業の実施については、下記のとおり変更したいので、防府市経営継承・発

展支援事業補助金交付要綱第１２条第１項に基づき、関係書類を添えて申請します。 

 

                   記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 関係書類は、補助金等の交付決定通知がなされた事業内容及び経費の配分を、比

較対照できるよう両者を二段書きすること。 



（様式第８号） 

 

 年 月 日   

 

（宛先）防 府 市 長 

 

 

住 所 

                                                       氏 名     

 

 

 年度経営継承・発展支援事業の取組完了について 

 

 

経営継承・発展等支援のうち経営継承・発展支援事業公募要領第８の２の（２）の規

定に基づき、事業の取組が完了したので別添のとおり報告します。 

 

 

 

添付資料：事業の完了を確認できる書類（納品書等の写し） 

経営発展計画（様式第２号）に事業の取組の実績を記載したもの 

事業の取組に要した経費が確認できる領収書、振込伝票等の写し 

 

 

振込先  

振込先金融機関名  

支店名  

金融機関コード 

（４桁） 

 支店番号 

（３桁） 

 

貯金の種類別 □普通 □当座 □貯蓄 口座番号  

口座名義（カタカナ）  

 （注）通帳、キャッシュカード等の振込先が判るものの写しを添付してください。 

 

 

 

  



（様式第９号） 

 

 

 年 月 日   

 

（宛先）防 府 市 長 

 

 

 

住 所 

                                                       氏 名     

 

 

 年度経営継承・発展支援事業の取組の実施状況に関する報告について 

 

 

経営継承・発展等支援のうち経営継承・発展支援事業公募要領第１０の１の規定に基

づき、   年度において実施した経営継承・発展支援事業の取組について、下記のと

おり実施状況を報告します。 

 

 

記 

 

成果目標 実施状況 目標未達成となった主な理由等 目標達成に向けた改善措置

及び目標達成見込時期等 

付加価値額の向上  

 

  

経営面積、飼養頭

羽数の拡大 

  

 

 

従業員数の増加  

 

  

（注）１ 実施事業の欄については、経営発展計画の進捗状況を具体的に記載してください。 

２ 目標未達成となった主な理由等の欄については、天候、市況、顧客ニーズの変動などの外

部要因及び自己の責による内部要因を具体的に記載してください。 

 

 



（様式第 10 号） 
                                                        財  産  管  理  台  帳                                                     
   
    補助対象者名                          
 

  
 

（注）１ 処分制限年月日欄には、処分制限の終期を記入すること。                                                                              
     ２ 処分の内容欄には、譲渡、交換、貸付け、担保提供等別に記入すること。                                                               
     ３ 摘要欄には、譲渡先、交換先、貸付け先及び抵当権等の設定権者の名称又は補助金返還額を記入すること。                            
     ４ この書式により難い場合には、処分制限期間欄及び処分の状況欄を含む他の書式をもって財産管理台帳に代えることができる。

地区名          地区  事業実施年度    年度 農林水産省所管 経営継承・発展支援事業                      
事 
業 
区 
分 

     事 業 の 内 容      工 期 経 費 の 配 分 処分制限期間 処分の状況  
摘要 
 
 

  
  
  
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

 
事業種目 

 

     
事業主体 
     

工種構造 
施設区分 
          

施工箇所 
又  は 
設置場所 

    
事業量 
        

着 工 
年月日 
    

竣 工 
年月日 
 

     
総事業

費 
     

負 担 区 分 耐用 
年数 
   

処分制限 
年月日 
 

承 認 
年月日 
 

処分の 
内 容 
 

国庫補 
助金 

都道府 
県費 

市町村 
費 

その他 
    

 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      
 

      
 

     円 
 

    円 
 

    円 
 

    円 
 

    円 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  計 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  計 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 合  計 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



市町村名  

氏名  
（様式第１１－①号） 



 

 市町村名  

氏名  

（様式第１１－②号） 



＜主な環境関係法令の遵守＞ 

助成対象者は「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート」中の「関係法令の遵守」に関し、以下の環境関係法令を遵守するものとする。 

 （１）適正な施肥 
・肥料の品質の確保等に関する法律（昭和 25年法律第 127号） 
・農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（昭和 45年法律第 139号） 
・土壌汚染対策法（平成 14年法律第 53号） 等 
（２）適正な防除 
・農薬取締法（昭和 23年法律第 82号） 
・植物防疫法（昭和 25年法律第 151号） 等 
（３）エネルギーの節減 
・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和 54年法律第 49号） 等 
（４）悪臭及び害虫の発生防止 
・家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（平成 11年法律第 112号） 
・悪臭防止法（昭和 46年法律第 91号） 等 
（５）廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分 
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号） 
・食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成 12年法律第 116号） 
・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12年法律第 100号） 
・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第 112号） 
・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和３年法律第 60号） 等 
（６）生物多様性への悪影響の防止 
・遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成 15年法律第 97号） 
・水質汚濁防止法（昭和 45年法律第 138号） 
・湖沼水質保全特別措置法（昭和 59年法律第 61号） 
・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成 14年法律第 88号） 
・鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律（平成 19年法律第 134号） 
・合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（平成 28年法律第 48号） 
・漁業法（昭和 24年法律第 267号） 
・水産資源保護法（昭和 26年法律第 313号） 
・持続的養殖生産確保法（平成 11年法律第 51号） 等 
（７）環境関係法令の遵守等 
・労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号） 
・環境影響評価法（平成 9年法律第 81号） 
・地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10年法律第 117号） 
・国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律（平成 19年法律第 56号） 
・土地改良法（昭和 24年法律第 195号） 
・森林法（昭和 26年法律第 249号） 等 
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